
2020年、世界保健機関（WHO）が公表した「原子力・放射線緊急事態における
心のケア」では、放射線・原子力のあらゆる緊急事態への準備（計画）、対応、復興
の全段階において、心のケアが不可欠なものであることが示されています。また、良
好な復興がもたらされるように、分野横断的な連携の重要性を強調しています。
例えば、心のケアの介入が、タイムリーかつ適切に実施されるように、保健やメン

タルヘルスの専門職・専門家は、他の部門（例えばコミュニケーション、教育、まち
づくり、災害調整、児童保護、警察など）に働きかけ連携すること、リスクコミュニ
ケーションとコミュニティの参画を促し、被災者がウェルビーイング向上の活動にお
ける積極的な担い手になるようコミュニティ・ベースのアプローチを行うことなどが
提案されています。
また、本書では、公的機関が発信するメッセージや情報に一貫性を持たせることや、

健康リスクとその予測、防護措置や予防措置について、被災者にわかりやすい明確な
メッセージを準備すること、よりリスクのある集団や心理的苦痛を感じている人に焦
点を絞った心理社会的支援を提供することなど、計画・対応段階の重要な方策が具体
的に解説されています。また、心のケアに携わるすべての人たちに必要な基本的な倫
理的配慮事項についても述べられています。
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